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＜参考資料＞



■ 沖縄県観光振興基金

沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課

設置の経緯と目的
１ 県では、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を図るための取り組みを長期的、安定的に実施するために基金の創設を

検討してきた。
２ 新型コロナウィルス感染症の影響が長期化し、感染状況や観光業界の実情に対応して機動的かつ柔軟に事業を実施する必

要があることから令和４年度に設置したもの。

基金を活用して実施する事業
１ 観光旅客の受入れの体制の充実強化
２ 観光地における環境及び良好な景観の保全
３ 観光の振興に通じる文化芸術の継承及び発展並びにスポーツの振興
４ 地域社会の持続可能な発展を通じて国内外からの観光旅行の促進

基金活用の基本的な考え型
１ 既存の事業で充分に対応できない事業への活用
２ 中長期的に実施する必要のある事業への活用
３ 機動的、柔軟に実施する必要のある事業への活用

基金残高
１ 令和４年度 40億円基金に積み立てている。
２ 観光振興基金は取り崩し型基金となっている。
３ 令和７年５月末現在の基金残高は、約28億円となっている。
４ 令和７年度末の基金残高見込みは、約12億円となる。
５ なお、約12億円の残高のうち、令和８年度の債務負担行為額として10.2億円を設定している。
６ 令和８年度の債務負担行為を除く残高は約1.8億円となる見込み。
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■ 令和８年度沖縄県観光振興基金充当事業

沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課

令和７年９月補正
〇 令和７年９月補正予算にて、宿泊税の導入準備に係る２事業を予算措置している（金額は基金充当額のみ）。

※今回の債務負担行為額は、令和７年度から令和８年度にかけて年度を超えて行う契約等を締結するために設定
しているもので、実際に支払いが生じる令和８年度予算に改めて計上される。

令和８年度当初予算（案）

〇 令和８年度観光振興基金充当事業は、上記の２事業の債務負担行為額と令和８年のみ必要となる経費を予算
要求する予定となっている。

〇 ２事業に充当後、残が生じる場合は、令和８年度も実施予定の令和７年度基金事業に充当することを調整中。
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担当課※参考
債務負担
行為額

予算額事業概要事業名No

税務課48,19522,078
宿泊税導入に向けた県税トータルシステム改

修（要件定義）及び特別徴収義務者（宿泊事業
者）に対する周知広報等を行うための補正

宿泊税運営体制
整備事業1

観光政策
課966,81575,967

宿泊税導入に伴い、会計システム改修を行う
宿泊事業者への支援等を行うための補正

宿泊税導入に向
けた宿泊事業者
支援等事業
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観光旅客の受入れの体制の
充実強化

地域社会の持続可能な発展を通じて
国内外からの観光旅行を促進

基金を活用して
実施する事業

（沖縄県観光振興基金条例第６条）

観光客が快適に観光を満喫できる受入環境の整備や
利便性・満足度の向上に資する取組み

○観光施設等の環境整備（ユニバーサル化等）
○災害時等の観光危機管理
○観光二次交通の利用促進
○観光DXの推進、ICT環境整備（Wi-Fi、
キャッシュレス、 ビッグデータ活用等) など

地域社会、経済、環境の３つの側面においてバランスの
とれた持続可能な観光施策を推進し、世界から選ばれ
る観光地を形成する取組み

○観光客集中の緩和（分散化・平準化）
○観光ルール作り（地域の文化、生活環境を
尊重する観光地マネジメント）

○サステナブルツーリズムの推進
○レスポンシブルツーリズムの推進 など

（第１号）

観光の振興に通じる文化芸術の継承
及び発展並びにスポーツの振興

独自の伝統文化やスポーツ等のソフトパワーを生かした多
彩かつ質の高い観光の推進に資する取組み

○観光コンテンツの開発（伝統文化・芸能・空手・
琉球料理・泡盛・スポーツ）

○文化芸術の発展を担う人材確保・育成
○武道ツーリズム、スポーツツーリズムの推進
○地域資源（伝統文化、プロスポーツ等）を
生かしたまちづくり など

（第３号） （第４号）

観光地における環境及び
良好な景観の保全

自然環境・歴史文化の保全、沖縄らしい景観に配慮し
た観光の推進に資する取組み

○観光資源の活用・保全・継承
○観光地景観形成
○自然資源の利用ルール作り、周知
○世界自然遺産等におけるガイド制度の普及、
観光客の入域管理 など

（第２号）

＜基金活用の基本的な考え方＞
・既存の事業で充分に対応できない事業への活用
・中長期的に実施する必要のある事業への活用
・機動的、柔軟に実施する必要のある事業への活用

■ 基金を活用して実施する事業
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議 会

県

⑦審議

⑨事業実施

○観光関連団体
○有識者 等で構成
※基金の公正・中立な活用、効果的な活用を
図る観点から意見を聴取

⑥提案

⑧議決

検討委員会

③検討 ①活用事業の
計画策定、選定

④意見

⑩事業効果報告

⑫検証結果通知

⑪事業効果の
検証

②意見照会

＜検討内容＞
○基金の目的に沿った事業か
○観光旅客、観光事業者等の
ニーズを適切に捉えているか

○課題に対応した事業効果が
見込めるか

○最も効果的な手法となって
いるか など

⑤予算編成

※効果検証を通し、
翌年度実施事業の
改善を図る

※基金を取り崩して事業実施

（補正予算含む）

■ 基金を活用した事業実施までのプロセス

沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課
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■ 沖縄県観光振興基金検討委員会

沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課

基金検討委員会
１ 沖縄県観光振興基金を公平かつ公正、効果的な活用を図るため、学識経験者等から意見を聴取する会合として、沖縄県

観光振興基金検討委員会を設置している。
２ 次の事項に関する意見を委員会から聴取することとしている。
(1) 沖縄県観光振興基金の活用に関すること。
(2) 沖縄県観光振興基金を活用した事業の効果検証に関すること。
(3) その他、沖縄県振興基金に関する事項

委員名簿

氏名所属・職名種別

越智 正樹琉球大学国際地域創造学部観光社会学研究室 教授有識者（観光）１

伊澤 雅子琉球大学名誉教授有識者（環境）２

桂原 耕一沖縄JTB株式会社代表取締役社長執行役員旅行業観光関連団体３

亀谷 匡哉内閣府沖縄総合事務局運輸部企画室長観光・施設観光関連団体4

富田 めぐみ（同）琉球芸能大使館 代表文化その他5

平野 貴也天理大学体育学部体育学科
天理大学大学院体育学研究科教授スポーツその他6
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